
船舶事故調査報告書 

令和５年５月１７日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 令和４年７月３０日 ２０時１０分ごろ 

発生場所 愛媛県松山市鹿
か

島北北東方沖 

 北条港鹿島神洗
かしまかみあらい

防波堤灯台から真方位０２４°６００ｍ付近 

 （概位 北緯３３°５８.９′ 東経１３２°４６.１′） 

事故の概要  プレジャーボート俊生
しゅんせい

丸は、北西進中、また、警戒船友
とも

丸は、漂

泊中、両船が衝突した。 

事故調査の経過 令和４年８月２２日、主管調査官（広島事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ プレジャーボート 俊生丸、４.４トン 

   ＥＨ３－２４９２２（漁船登録番号）、個人所有 

    第２８１－３８２２５号（船舶検査済票の番号） 

Ｂ 警戒船 友丸、２.２トン 

   ＥＨ３－２３６６８（漁船登録番号）、個人所有 

   第２８１－１４２２８号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級小型・特殊・特定 

Ｂ 船長Ｂ、二級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ なし 

Ｂ 左舷船首部に凹損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 東北東、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の中央期 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、同乗者４人を乗せ、鹿島北東方

沖で花火見物を行っていたところ、警戒区域外に出るようにＢ船から

指示を受け、Ｂ船に誘導されて微速力で北西進した。 

船長Ａは、警戒区域外に出た頃、周囲の船から付近は水深が浅い旨

を聞き、魚群探知機で水深を確認することに意識を向けて惰力で北西

進中、誘導を終えて前路で漂泊中のＢ船に気付かず、Ａ船の船首部と

Ｂ船の左舷船首部とが衝突した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、監視員２人を乗せ、花火大会の

警戒業務中、大会本部から警戒区域内にいるＡ船を同区域外に誘導す

るよう指示され、Ａ船を北西方の区域外に誘導した。 

船長Ｂは、誘導を終えて船首を南西方に向けて漂泊し、警戒業務に

当たっていたところ、衝撃を感じてＢ船とＡ船とが衝突したことに気

付いた。 

船長Ｂは、漂泊して警戒業務を行っているので、航行中の他船が漂



泊しているＢ船を避けてくれるものと思い、Ａ船の接近に気付かなか

ったと本事故後に思った。 

分析 Ａ船は、北西進中、船長Ａが、魚群探知機で水深を確認することに

意識を向け、惰力で航行を続けたことから、漂泊中のＢ船に気付か

ず、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

Ｂ船は、漂泊中、船長Ｂが、航行中の他船が漂泊して警戒業務中の

Ｂ船を避けてくれるものと思って漂泊を続けていたことから、接近す

るＡ船に気付かず、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因 本事故は、夜間、Ａ船が北西進中、Ｂ船が漂泊中、船長Ａが、魚群

探知機で水深を確認することに意識を向け、惰力で航行を続け、ま

た、船長Ｂが、航行中の他船が漂泊して警戒業務中のＢ船を避けてく

れるものと思って漂泊を続けていたため、両船が衝突したものと考え

られる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船長は、航行中は、操船に専念し、周囲の見張りを適切に行うこ

と。 

・船長は、漂泊中であっても十分に周囲の見張りを行い、接近する

他船を認めたときには余裕のある時機に注意喚起を行ったり、移

動したりして衝突を避けること。 

 


